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特別日課について（お知らせ） 

  

 

 平素より本校教育活動へのご理解・ご協力をいただき、感謝申し上げます。 

さて、本校では生徒の様々な活動に対応すべく従来の授業方法だけではない多様な魅力ある授業を展

開し，一層の教育効果を高めることを目的として，以下に示すとおり特別日課を開始いたします。。 

つきましては，ご家庭においても特別日課の概要を確認のうえ，主旨にご理解くださるようお願いし

ます。 

 

 

記 

 

 

【特別日課の概要】 

１ 目的及び効果 

（１）従来の授業開始時刻を早めることで下校時刻を３０分早めることができる。 

（２）放課後の時間を資格検定、部活動等に活用することができる。 

 

２ 開始日・対象 

（１）令和６年５月１７日金曜日から開始 

（毎週金曜日を特別日課とする。※１０月９日(水)からは毎週水曜日・金曜日を特別日課とする） 

（２）全校生徒対象   

 

３ 平常授業との変更点 

（１）朝の SHR及び朝学を行わず、８時５０分より授業を開始する。 

   ※１校時の授業が HR教室以外で行われるクラスもあります。自分の時間割を確認し、時間に余裕 

を持って登校しましょう。 

（２）授業終了時刻を１５時４０分とする。 

（３）通常授業、短縮授業、特別日課（裏面参照） 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 



 


